
　

第34回定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項

　
　

１．事業報告
・新株予約権等の状況
・業務の適正を確保するための体制
・業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
・会社の支配に関する基本方針

２．連結株主資本等変動計算書
３．連結注記表
４．株主資本等変動計算書
５．個別注記表

（2020年９月１日から2021年８月31日まで）

　

株式会社ジンズホールディングス
　

上記の事項につきましては、法令及び定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社
ウェブサイト（https://jinsholdings.com/jp/ja/）に掲載することにより株主の皆様に提供
しております。

　



１．事業報告
・新株予約権等の状況
その他新株予約権等に関する重要な事項（2021年8月31日現在）

①2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権
新株予約権の数 1,000個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 本社債の額面金額の総額を転換価額で
除した数とする。

新株予約権の発行価額 無償

転換価額
修正後8,489円
（転換価額は一定の条件の下、修正又
は調整される）

新株予約権の行使期間 2020年３月13日～2023年２月14日
（行使請求受付場所現地時間）

新株予約権付社債の残高 10,100百万円

②2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権
新株予約権の数 1,000個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 本社債の額面金額の総額を転換価額で
除した数とする。

新株予約権の発行価額 無償

転換価額
当初10,218円
（転換価額は一定の条件の下、修正又
は調整される）

新株予約権の行使期間 2020年３月13日～2025年２月14日
（行使請求受付場所現地時間）

新株予約権付社債の残高 10,035百万円
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・業務の適正を確保するための体制
　

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務
の適正を確保するための体制について決議いたしました。その内容の概要は、以下のとおりで
あります。

　⑴ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社のコンプライアンスの考え方は、市場からの信任と評価を得られるようにするため、当
社で働く全ての役員及び使用人が「倫理」及び「法の遵守」という視点から主体的に組織の浄
化・改善や問題の解決を行うべく制定された「ジンズグループ倫理行動指針」を基本としてお
ります。
経営理念や倫理行動指針を保証するための体制としてコンプライアンス委員会を設置し、一
人ひとりがコンプライアンスの考え方に則った行動を取るように、役員及び使用人の教育を行
い、コンプライアンス体制を整備しております。コンプライアンスの活動状況については、コ
ンプライアンス委員会から、取締役会に報告し、監査担当部署が各部門のコンプライアンス実
施状況を定期的に監査しております。
また、労働者等からの通報を受け付ける窓口及び法令違反行為に該当するかを確認する等の
相談に応じる窓口「コンプライアンスホットライン」をコンプライアンス委員会内並びに外部
専門機関内に設置し、不正行為等の早期発見と是正を図っております。なお、会社は通報内容
を守秘し、通報者に不利益な扱いを行わないことを定めております。
監査担当部署は、社内規程に基づき業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、
職務の執行の手続き及び内容の妥当性等について、定期的に内部監査を実施し、取締役会、監
査役会及び代表取締役に対してその結果を報告しております。
反社会的勢力排除に向けた取り組みとして、全役職員が遵守すべき規範である「倫理行動規
範」において、社会秩序の脅威となる反社会的勢力への毅然とした対応、違法行為・反社会的
行為との断絶、及び反社会的勢力に対する一切の利益供与の禁止を宣言し、反社会的勢力との
関係排除に取り組んでおります。
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　⑵ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、「文書管理規程」に従い、取締役の職務の執行に関わる情報を、文書又は電磁的媒
体(以下、「文書等」といいます。)に記録・保存し、管理しております。「文書管理規程」に
は、保存すべき文書の範囲、保存期間、保存場所、その他文書等の保存及び管理の体制につい
て定めております。なお、取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとして
おります。

　⑶ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「リスク管理規程」により、事業上のリスク管理に関する基本方針や体制を定め、
この規程に沿ったリスク管理体制を整備、構築することとしております。
事業上のリスクとして、信用リスク、事務リスク、システムリスク、コンプライアンスリス
ク、情報関連リスク等を認識し、個々のリスクに対応する社内規程・マニュアルの整備、見直
しを行っております。
また、当社は、情報関連リスクに対して、情報セキュリティに特化したITガバナンス部を設
置しており、今日の高度情報社会を担う企業の当然の責務として、役職員への情報セキュリテ
ィ教育、不正侵入やハッキングへの対策、個人情報保護施策等を行っています。さらに、情報
セキュリティ委員会を設置し、社内のリスクの早期発見及び解決を行うとともに、社外の情報
関連リスク事例の共有を行っております。その他のリスク管理体制として、海外グループ会社
内に設置するリスク管理委員会及び各部署からの報告を受ける場として、リスク管理委員会を
設置しております。加えて、監査担当部署がリスク管理委員会に報告されたリスクに対する管
理状況を監査することで、内部統制と一体化したリスク管理を推進しております。今後も引き
続き事業活動上の重大な事態が発生した場合には、迅速な対応を行い、損失・被害を最小限に
止める体制を整えてまいります。
1) 地震、洪水、火災等の災害及び事故により重大な損失を被るリスク
2) 役員・従業員の不適正な業務執行により生産・販売活動等に重大な支障を生じるリスク
3) 基幹ITシステムが正常に機能しないことにより重大な被害を被るリスク
4) その他、取締役会が極めて重大と判断するリスク
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　⑷ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンを定めるため、中期経営計画及び単年
度の事業計画を策定しております。経営計画及び事業計画を達成するため、取締役の職務権限
と担当業務を明確にし、職務の執行の効率化を図っております。
また、執行役員制度の導入により、一部業務執行権限の委譲による取締役の監督機能の強化
を図るとともに、取締役会の下に、執行役員等で構成し代表取締役が議長を務める経営会議を
設置し、取締役会の議論を充実させるべく事前審議を行うとともに、取締役会から委譲された
権限の範囲内で当社業務の執行及び施策の実施等について審議し、意思決定を行っておりま
す。

　⑸ 当社及び関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社グループの総合的な事業の発展と繁栄を図り、関係会社の職務執行が効率的に
行われる体制を整備・構築するため、「関係会社管理規程」を制定しております。
「関係会社管理規程」に従い、管掌責任者及び所管部門は事前の相談・報告と合議により関
係会社に対する管理・指導を行っております。
当社グループの業績に対して重要度の高い関係会社は、当社常勤取締役、常勤監査役、執行
役員及び当該関係会社経営陣により構成される経営連絡会において、経営成績その他の重要な
事項について、定期的に報告を行います。
当社は、「リスク管理規程」により、当社グループを横断したリスク管理体制を整備・構築
し、また関係会社においても「経営危機対策要領」に定めた災害、事故等が発生した場合は、
速やかに対策本部を設置し対応を行います。
また、「ジンズグループ倫理行動指針」及び「倫理行動規範」は、当社及び関係会社の全て
の役職員を対象とするものとしており、全ての対象者に周知してまいります。
監査担当部署は、関係会社の業務の状況について、定期的に監査を行います。

⑹ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項
監査役が、監査役会の運営事務その他の職務遂行につき補助すべき使用人（以下「監査役補
助使用人」といいます。）の配置を求めた場合には、監査役と協議のうえ、速やかに監査役補
助使用人を配置してまいります。
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⑺ 監査役補助使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役からの指示の実効性の確
保に関する事項
監査役補助使用人の異動・人事評価については、事前に監査役の合意を得るものといたしま
す。また、監査役から監査業務に必要な命令を受けた監査補助使用人は、その職務に必要な範
囲内において、文書の閲覧、調査場所への立入りその他の権限を有するものとしております。

　⑻ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
取締役及びその他の役職者は、定期的に職務執行状況を監査役に報告しております。また、
取締役は、監査役に対して、法定の事項に加え、財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれの
ある決定の内容等をその都度直ちに報告することとしております。
使用人は、監査役に対して、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実等を直接報告する
ことができることとしております。
コンプライアンスホットライン担当者は、通報窓口宛に通報を受けた事項のうち、取締役の
職務に関する事項を監査役に伝達いたします。
監査役は、通報窓口への通報内容及び対応状況の報告と再発防止策の協議・検討を行うコン
プライアンス委員会に出席いたします。

　⑼ 関係会社の役員及び使用人が監査役に報告をするための体制
関係会社の取締役、監査役及び使用人は、当社の取締役及び使用人と同様に、各社に重大な
影響を与える事実が発生した場合、又は発生するおそれがある場合は、速やかに監査役に報告
を行います。
監査役は、必要に応じて関係会社の取締役及び使用人に対し、業務執行内容の報告を求める
ことができ、また、関係会社の監査役に対しても、監査の状況の報告を求めることができま
す。
当社は、前項及び本項により監査役に報告をした者が、当該報告をしたことを理由として、
当社又は関係会社において不利な取扱いを受けないことを確保するための制度を整備いたしま
す。

⑽ 当社の監査役の職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該
職務の遂行について生じる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項

当社は、監査役が職務の執行について、会社法第388条に基づく費用の前払い等を請求した
時は、速やかに当該請求を処理いたします。
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株主総会

会計監査人 監査役会 取締役会 指名・報酬委員会

選任・解任 選任・解任
選任・解任

連携

会計監査

代表取締役

情報管理委員会業務監査部 執行役員
人事委員会

経費管理委員会

サステナビリティ委員会
情報セキュリティ委員会
コンプライアンス委員会

リスク管理委員会

ITガバナンス部

海外グループ会社

従業員

連携 連携

監査

報告
報告

報告

管理・監督

報告

通報・相談

情報収集・情報提供

報告

会計監査
業務監査

選定
解職

経営会議
（経営連絡会）ＤＸ推進委員会

各事業部門 管理部門 国内グループ会社
リスク管理委員会（海外）

コンプライアンスホットライン
（社内及び社外）

　⑾ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役及び使用人、並びに関係会社の取締役、監査役及び使用人は、監査役の監査に積極的
に協力して、業務の実施状況を報告し、その職務に係る資料を開示しております。
また、監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、情報交換や業務執行状況の確認を
するとともに、必要に応じて会計監査人、弁護士その他の外部専門家と相談し、重要な改善策
を取締役会に具申しております。

　⑿ 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切
な提出のため、代表取締役の指揮のもと、財務報告に係る内部統制システムの整備、運用並び
にその評価・改善に取り組んでおります。
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・業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　

当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下の通りであります。
　

　⑴ 内部統制システム全般
当社グループ全体の業務の適正を確保するために、子会社のリスク管理委員会、コンプライ
アンス委員会との情報共有及び意見交換を実施するとともに、海外子会社の規程の整備を推進
いたしました。
内部統制システム全般の整備・運用状況については、業務監査部が継続的にモニタリングを
実施し、改善・強化に取り組んでおります。
　

　⑵ コンプライアンス
コンプライアンス委員会の運営を通じ、当社グループ全体のコンプライアンス意識の醸成に
努めるとともに、ケーススタディに重点を置いた従業員向けeラーニングのコンテンツの充実
と受講実績の管理を徹底することで、実態に即したコンプライアンス教育を推進いたしまし
た。
また、コンプライアンスホットラインの制度周知に努めるとともに、通報事案については社
内各部署、外部専門家と連携し適切な対応を行うとともに、コンプライアンス委員会において
適時に報告を行っております。
　

　⑶ リスク管理
リスク管理委員会、情報管理委員会及び情報セキュリティ委員会は、各子会社と定期的に情
報共有と意見交換を行い、当社及び子会社から報告された各種リスクについて対策を検討し、
迅速かつ適切な対応を行っております。
　

　⑷ 内部監査
業務監査部及びITガバナンス部は、監査基本計画書に基づき当社グループの内部監査を実施
しております。

・会社の支配に関する基本方針
　

当社は、現時点では、当該「基本方針」及び「買収防衛策」につきましては、特に定めてお
りません。
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２．連結株主資本等変動計算書（2020年９月１日から2021年８月31日まで）
　

（単位：百万円）
　

株主資本 その他の包括利益累計額
純 資 産
合 計資 本 金 資 本

剰 余 金
利 益
剰 余 金 自己株式 株主資本

合 計
為替換算
調整勘定

その他の
包括利益
累計額合計

2020年９月１日 残高 3,202 3,228 16,622 △5,002 18,050 △287 △287 17,763

当期変動額

剰余金の配当 　 　 △1,167 　 △1,167 　 　 △1,167

親会社株主に帰属する
当期純利益 　 　 3,292 　 3,292 　 　 3,292

自己株式の取得 △0 △0 △0

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) 　 　 　 　 　 331 331 331

当期変動額合計 － － 2,125 △0 2,125 331 331 2,456

2021年８月31日 残高 3,202 3,228 18,747 △5,002 20,176 43 43 20,219
　

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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３．連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の状況
・連結子会社の数 11社
・連結子会社の名称 株式会社ジンズ

株式会社Think Lab
吉姿商貿（瀋陽）有限公司
睛姿（上海）企業管理有限公司
睛姿美視商貿（北京）有限公司
JINS US Holdings, Inc.
JINS Eyewear US, Inc.
JINS CAYMAN Limited
JINS ASIA HOLDINGS Limited
台灣睛姿股份有限公司
JINS Hong Kong Limited

② 非連結子会社の状況
・非連結子会社の名称 株式会社ジンズノーマ
・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は、小規模であり合計の総資産、売上高、当期純損益

及び利益剰余金等は、連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため
連結の範囲から除外しております。
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（2）持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した非連結子会社および関連会社の数および主要な会社等の名称
・持分法を適用した非連結子会社の数 なし
・持分法適用関連会社の数 １社

FITTINGBOX.S.A
② 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況
・会社等の名称 株式会社ジンズノーマ
・持分法を適用しない理由 持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益及び利益剰余

金等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影
響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適
用範囲から除外しております。

（3）連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

会社名 決算日
吉姿商貿(瀋陽)有限公司 12月31日 （注）１
睛姿(上海)企業管理有限公司 12月31日 （注）１
睛姿美視商貿(北京)有限公司 12月31日 （注）１
JINS US Holdings, Inc. ６月30日 （注）２
JINS Eyewear US, Inc. ６月30日 （注）２
JINS CAYMAN Limited 12月31日 （注）１
JINS ASIA HOLDINGS Limited 12月31日 （注）１
台灣睛姿股份有限公司 12月31日 （注）１
JINS Hong Kong Limited 12月31日 （注）１
（注）１．６月30日で本決算に準じた仮決算を行った計算書類を基礎としており、連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
２．連結子会社の決算日現在の計算書類を使用しております。ただし、連結決算日との間に生じた
重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
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（4）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価の無いもの 移動平均法による原価法を採用しております。

ロ．たな卸資産の評価基準及び評価方法
たな卸資産 当社及び連結子会社は主として先入先出法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採
用しております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産を除く）

主として定額法を採用しております。
但し、工具、器具及び備品等については定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ２年～50年
構築物 10年～20年
工具、器具及び備品 ３年～15年

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
但し、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用
可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

ハ．リース資産
主としてリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を
採用しております。
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③ 重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実
績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

　ロ．賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当
連結会計年度負担額を計上しております。

④ 重要なヘッジ会計の方法
イ．ヘッジ会計の方法

金利スワップについて、特例処理の要件を充たしている場合は特例
処理を採用しております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・金利スワップ
ヘッジ対象・・・借入金の金利

ハ．ヘッジ方針
金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象債務の範囲内で
ヘッジを行っております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップの特例処理を採用しているため有効性の評価を省略し
ております。

⑤ その他連結計算書類作成のための重要な事項
イ．消費税等の会計処理

税抜方式によっております。
ロ．重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。

ハ．のれんの償却方法及び償却期間
のれんは、3年間で均等償却しております。
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２. 表示方法の変更に関する注記
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当連結会計年度から適
用し、連結注記表に会計上の見積りに関する注記を記載しております。

３. 会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
　 繰延税金資産 1,403百万円
(2) 会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

繰延税金資産は、繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(企業会計基準適用指針第26号)に定める
会社分類に基づき、当連結会計年度末における将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の
税金負担額を軽減することが出来る範囲で計上しております。
計上にあたっては、事業計画に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りを行っております。また、

課税所得の見込額の算定には事業計画を使用しており、当該事業計画の主要な仮定は売上高成長率でありま
す。売上高成長率は、各店舗における過去実績に基づき、市場環境・業界動向を考慮し、策定しておりま
す。
課税所得の見積の基礎となる事業計画における主要な仮定は、入手可能な情報に基づいた最善の見積り

であると判断しています。新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、今後の収束時期等を正確に予
測することは困難な状況にありますが、2022年８月期の一定期間にわたり影響が継続すると仮定し、見積
りを行っております。そのため、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化した場合等、仮定の見直しが必
要となった場合には、翌連結会計年度において繰延税金資産の取崩しが発生する可能性があります。

― 13 ―

　



固定資産の減損
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（単位：百万円）
国内アイウエア事業 海外アイウエア事業 計

有形固定資産 6,682 1,797 8,480

無形固定資産 1,134 106 1,240

減損損失 320 69 390

(2) 会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
当社グループは、減損損失を認識するにあたり、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位
として、各営業店舗等を基本単位とした資産のグルーピングを行い、本社・事務所等については全社資産と
してグルーピングしております。
減損の兆候がある店舗については、帳簿価額と回収可能価額を比較し、減損損失を認識すべきと判定する
場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額することにより減損損失を計上しております。回収可能価額は使用
価値または正味売却価額のいずれか大きい額により測定しています。使用価値を算定する場合における割引
前将来キャッシュ・フローは各店舗の事業計画を基礎としております。
店舗の将来事業計画の主要な仮定は売上高成長率であります。売上高成長率は、各店舗における過去実績
に基づき、市場環境・業界動向を考慮し、策定しております。
この将来キャッシュ・フローの算定に用いた主要な仮定は、入手可能な情報に基づいた最善の見積りであ
ると判断しています。新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、今後の収束時期等を正確に予測す
ることは困難な状況にありますが、2022年８月期の一定期間にわたり影響が継続すると仮定し、見積りを
行っております。そのため、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化した場合等、仮定の見直しが必要と
なった場合には、将来キャッシュ・フローの見積り影響を受け、結果として翌連結会計年度において減損損
失が発生する可能性があります。

４．連結貸借対照表に関する注記
(1) 有形固定資産の減価償却累計額 12,630百万円
(2) 保証債務

一部の賃借物件の敷金及び保証金について、当社、貸主及び金融機関との間で代預託契約を締結しており
ます。
当該契約に基づき、金融機関は貸主に対し敷金及び保証金相当額を預託しており、当社は貸主が金融機関
に対して負う当該預託金の返還債務を保証しております。
預託金返還債務保証額 274百万円
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５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式に関する事項
株 式 の 種 類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末
普 通 株 式 23,980,000株 －株 －株 23,980,000株
　
（2）自己株式に関する事項
株 式 の 種 類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末
普 通 株 式 639,745株 39株 －株 639,784株
　
（3）配当に関する事項
① 配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日

2020年 11月 26日
定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 583 25.00 2020年８月31日 2020年11月27日

2021 年 ４ 月 ９ 日
取 締 役 会 普 通 株 式 583 25.00 2021年２月28日 2021年５月14日

　

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効力発生日

2021年11月25日
定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 利益剰余金 466 20.00 2021年８月31日 2021年11月26日

（4）当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項
2023年満期ユーロ円建転換社債型
新株予約権付社債に付された新株

予約権

2025年満期ユーロ円建転換社債型
新株予約権付社債に付された新株

予約権
発行決議日 2020年２月12日 2020年２月12日

目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

目的となる株式の数 1,177,995株 978,665株
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６．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で運用しております。資金調達につ
いては、設備投資計画に照らして必要となる資金を主として自己資本を基本としておりますが、必要に応じ
て銀行借入及びリース契約により調達しております。
営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。
店舗等の賃貸借契約に基づく敷金及び保証金は、預託先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払金及び未払費用は、ほぼ２ヶ月以内の支払期日であります。
法人税、住民税及び事業税の未払額である未払法人税等は、ほぼ全てが３ヶ月以内に納付期限が到来する
ものであります。
転換社債型新株予約権付社債は、アイウエア事業のさらなる拡大及び新規事業の開発や持続的成長を可能
にするための投資等を目的とした資金調達であり、流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリ
スク）に晒されておりますが、当社グループでは適時に資金計画を作成・更新することで、流動性リスクの
管理を行っております。
借入金及びリース債務は、運転資金及び設備投資に必要な資金調達を目的としたものであります。

（2）金融商品の時価等に関する事項
2021年８月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。

（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

① 現 金 及 び 預 金 23,206 23,206 -
② 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 3,794 3,794 -
③ 敷 金 及 び 保 証 金 （※） 4,148 3,912 △236
④ 買 掛 金 1,506 1,506 -
⑤ 短 期 借 入 金 2,121 2,121 -
⑥ 未 払 金 及 び 未 払 費 用 4,410 4,410 -
⑦ 未 払 法 人 税 等 657 657 -
⑧ 転換社債型新株予約権付社債 20,135 20,404 269
⑨ 長 期 借 入 金 271 271 0
⑩ リ ー ス 債 務 825 847 22
（※）連結貸借対照表における敷金及び保証金の金額と金融商品の時価における「連結貸借対照表計上額」と

の差額は、当連結会計年度末における敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額
（賃借建物の原状回復費用見込額）の未償却残高であります。
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（注）金融商品の時価の算定方法
①現金及び預金、②受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
③敷金及び保証金
一定の期間ごとに分解し、その将来キャッシュ・フローを国債の利回りに信用スプレッドを上乗せした
利率で割り引いた現在価値により算定しております。
④買掛金、⑤短期借入金、⑥未払金及び未払費用、⑦未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
⑧転換社債型新株予約権付社債
転換社債型新株予約権付社債の時価については、取引金融機関から提示された価格によっております。

⑨長期借入金（１年内返済予定の長期借入金含む）、⑩リース債務（１年内返済予定のリース債務含む）
元利金の合計額を、同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価
値により算定しております。
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７．賃貸等不動産に関する注記
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

　
８．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 866円 29銭
（2）１株当たり当期純利益 141円 07銭
　
９．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
　
10．その他の注記
（1）当座貸越契約

当社及び一部の子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と当座貸越契約を締結して
おります。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入金未実行残高は、次のとおりであります。
①円貨建取引
当座貸越極度額 15,800百万円
借入実行残高 -百万円
差引未実行残高 15,800百万円

②外貨建取引
中国元
当座貸越極度額 2,040百万円 （外貨額 120百万元）
借入実行残高 2,010百万円 （外貨額 118百万元）
差引未実行残高 29百万円 （外貨額 1百万元）

香港ドル
当座貸越極度額 352百万円 （外貨額 25百万香港ドル）
借入実行残高 217百万円 （外貨額 15百万香港ドル）
差引未実行残高 135百万円 （外貨額 9百万香港ドル）

台湾ドル
当座貸越極度額 51百万円 （外貨額 13百万台湾ドル）
借入実行残高 -百万円 （外貨額 -百万台湾ドル）
差引未実行残高 51百万円 （外貨額 13百万台湾ドル）
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（2）コミットメントライン契約
当社は、運転資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、2017年８月29日付にて取引銀行とコミ
ットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入金未実行残高は、次のとおりであります。
契約の総額 8,000百万円
連結会計年度末借入可能残高 4,000百万円
借入実行金額 -百万円
差引未実行残高 4,000百万円

（3）財務制限条項
当社は、運転資金及び店舗出店等に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀
行とコミットメント契約を締結しており、これらの契約には下記の財務制限条項が付されております。
　2017年８月29日付コミットメントライン契約

契約の総額 8,000百万円
連結会計年度末借入可能残高 4,000百万円
借入実行残高 -百万円
差引未実行残高 4,000百万円

以上の契約にかかる財務制限条項
①契約締結日以降の各決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額を、契約締結日直前の
決算期末日における金額の75％、または直近の各決算期末日における金額の75％のうち、いずれか高
い方の金額以上に維持すること。
②契約締結日以降の各決算期末日における連結損益計算書の経常損益の額を２期連続して損失としないこ
と。

（4）資産除去債務関係
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
①当該資産除去債務の概要
店舗等の建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
②当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から主に10年と見積り、割引率は主に国債の利回りを使用して資産除去債務の金額
を計算しております。
③当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 565百万円
有形固定資産の取得等に伴う増加額 15百万円
時の経過による調整額 5百万円
資産除去債務の履行による減少額 △57百万円
期末残高 528百万円
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（5）減損損失
当連結会計年度において、当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
用 途 種 類 場 所 減 損 損 失
店 舗 等 建 物 他 関 東 地 方 279百万円
店 舗 建 物 他 近 畿 地 方 27百万円
店 舗 建 物 他 九 州 地 方 13百万円
店 舗 建 物 他 中 国 48百万円
店 舗 建 物 他 台 湾 17百万円
店 舗 器 具 備 品 他 米 国 3百万円

合 計 390百万円
当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗等を基本単位とした資産のグルーピ
ングを行い、本社・事務所等については全社資産としてグルーピングしております。
減損損失の認識に至った経緯としては、収益性の悪化が見られる店舗等及び退店の意思決定を行った店舗
に係る固定資産帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(390百万円)として特別損失に
計上いたしました。なお、回収可能価額は、使用価値または正味売却価額のいずれか大きい額により測定し
ております。
その内訳は以下のとおりであります。
建物及び構築物 292百万円
その他 97百万円
合計 390百万円

（6）店舗臨時休業による損失
新型コロナウイルス感染症拡大により、政府及び各自治体からの営業自粛要請等を受けて、当社グループ
の国内アイウエア事業で最大84店舗が休業することとなりました。
　休業期間中の地代家賃等を店舗臨時休業による損失(71百万円)として特別損失に計上しております。
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４．株主資本等変動計算書（2020年９月１日から2021年８月31日まで）
　

（単位：百万円）
　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

利益準備金
その他利益剰余金 利 益

剰余金
合 計別 途

積立金
繰越利益
剰 余 金

2020年９月１日残高 3,202 3,157 22 3,179 8 60 12,192 12,260

当期変動額

剰余金の配当 　 　 　 　 　 　 △1,167 △1,167

当期純損失 　 　 　 　 　 　 △227 △227

自己株式の取得

当期変動額合計 － － － － － － △1,394 △1,394

2021年８月31日残高 3,202 3,157 22 3,179 8 60 10,798 10,866
　

株主資本
純資産
合 計自己株式 株主資本

合 計

2020年９月１日残高 △5,002 13,640 13,640

当期変動額

剰余金の配当 　 △1,167 △1,167

当期純損失 　 △227 △227

自己株式の取得 △0 △0 △0

当期変動額合計 △0 △1,394 △1,394

2021年８月31日残高 △5,002 12,245 12,245
　

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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５．個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
・子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。
・その他有価証券
時価の無いもの 移動平均法による原価法を採用しております。

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

主として定額法を採用しております。
但し、工具、器具及び備品等については定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ９～50年
工具、器具及び備品 ５～15年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
但し、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用
可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用して
おります。

（3）引当金の計上基準
　 ① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実
績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

　 ② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当
事業年度負担額を計上しております。
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（4）重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

金利スワップについて、特例処理の要件を充たしている場合は特例
処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・金利スワップ
ヘッジ対象・・・借入金の金利

③ ヘッジ方針
金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象債務の範囲内で
ヘッジを行っております。

④ ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップの特例処理を採用しているため有効性の評価を省略し
ております。

（5）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
① 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。
② 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、
換算差額は損益として処理しております。

２. 表示方法の変更に関する注記
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当事業年度から適用し、
会計上の見積りに関する注記を記載しております。

３. 会計上の見積りに関する注記
　繰延税金資産の回収可能性

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額
　繰延税金資産 873百万円

(2) 会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
連結計算書類 連結注記表（会計上の見積りに関する注記）（繰延税金資産の回収可能性）に同一
の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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４．貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 794百万円
（2）関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。
① 短期金銭債権 4,746百万円
② 長期金銭債権 8,982百万円
③ 短期金銭債務 52百万円

（3）保証債務
関係会社について、金融機関からの借入及びリース取引等に対して、債務保証を行っております。
吉姿商貿（瀋陽）有限公司 12百万円
睛姿（上海）企業管理有限公司 2,561百万円
睛姿美視商貿（北京）有限公司 1百万円
JINS Eyewear US, Inc. 251百万円
台灣睛姿股份有限公司 177百万円
JINS Hong Kong Limited 302百万円
計 3,306百万円

　
５．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業収益 4,037百万円
販売費及び一般管理費 30百万円
営業取引以外の取引 113百万円

６．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式に関する事項
株 式 の 種 類 当 事 業 年 度 期 首 増 加 減 少 当 事 業 年 度 末
普 通 株 式 639,745株 39株 －株 639,784株
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７．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税否認額 2百万円
貸倒引当金 614百万円
資産除去債務 71百万円
関係会社株式評価損 678百万円
関係会社株式 297百万円
繰越欠損金 530百万円
その他 79百万円
繰延税金資産小計 2,273百万円
評価性引当額 △1,359百万円
繰延税金資産合計 913百万円
繰延税金負債
資産除去債務 △40百万円
繰延税金負債合計 △40百万円
繰延税金資産の純額 873百万円
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８．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

種 類 会 社 等 の 名 称 議決権等の所有割合
（被所有）割合（％） 関連当事者との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科 目 期末残高
（百万円）

子会社 株 式 会 社 ジ ン ズ （所有）
直接 100.00

役 員 の 兼 任
資金の援助等

資金の回収
（注1） 2,960 関 係 会 社

短期貸付金 1,480

関 係 会 社
長期貸付金 8,880利息の受取

（注1） 75

業務受託料等の受取
（注2） 3,995 そ の 他 476

子会社 睛姿（上海）企業管理有限公司 （所有）間接 100.00
役 員 の 兼 任
資金の援助等

債 務 保 証
（注3） 2,561 － －

子会社 JINS Eyewear US, Inc. （所有）間接 100.00 資金の援助等

資金の貸付
（注1） 563

関 係 会 社
短期貸付金 2,092

利息の受取
（注1） 19

貸倒引当金繰入額 460 貸 倒引当金 1,602

子会社 株式会社Think Lab （所有）
直接 98.40

役 員 の 兼 任
資金の援助等

資金の貸付
（注1） 150

関 係 会 社
短期貸付金 400

利息の受取
（注1） 1

貸倒引当金繰入額 331 貸 倒引当金 331
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取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．資金の貸付条件については、市場金利などを勘案して決定しております。

２．業務受託料等については、役務提供に対する費用等を勘案して合理的に価格を決定しておりま
　 す。
３．債務保証は借入、リース取引等について連帯保証を行っているものであります。

９．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 524円 65銭
（2）１株当たり当期純損失 9円 74銭

10．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

― 27 ―

　



11．その他の注記
（1）当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく当事業年度末の借入金未実行残高は、次のとおりであります。
当座貸越極度額 15,800百万円
借入実行残高 －百万円
差引未実行残高 15,800百万円

（2）コミットメントライン契約
当社は、運転資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、2017年８月29日付にて取引銀行とコミ
ットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく当事業年度末の借入金未実行残高は、次のとおりであります。
契約の総額 8,000百万円
当事業年度末借入可能残高 4,000百万円
借入実行残高 －百万円
差引未実行残高 4,000百万円

（3）財務制限条項
当社は、運転資金及び店舗出店等に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀
行とコミットメント契約を締結しており、これらの契約には下記の財務制限条項が付されております。
　2017年８月29日付コミットメントライン契約

契約の総額 8,000百万円
当事業年度末借入可能残高 4,000百万円
借入実行残高 －百万円
差引未実行残高 4,000百万円

以上の契約にかかる財務制限条項
①契約締結日以降の各決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の合計金額を、契約締結日直前の
決算期末日における金額の75％、または直近の各決算期末日における金額の75％のうち、いずれか高
い方の金額以上に維持すること。
②契約締結日以降の各決算期末日における連結損益計算書の経常損益の額を２期連続して損失としないこ
と。
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